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三菱UFJ国際投信株式会社 商品マーケティング企画部 松尾 健治( kenji-matsuo@am.mufg.jp ) 

窪田 真美( mami1-kubota@am.mufg.jp ) 
※三菱UFJ国際投信がお届けする、NISAなど内外の資産運用に関連する情報を発信するコラムです。 

 

●アジア太平洋最大級の投信大国オーストラリアでファンド規制見直し！ 

 

2023 年 3 月 8 日にオーストラリア/Australia のアルバニージー/Albanese 労働党政権(2022 年 5 月 21 日に 9 年ぶり政権奪取)が

財務省に投資家保護強化(プロダクトガバナンス～後述)の為の「ファンド(管理投資スキーム/MIS)規制見直し」を命じた(詳細後述)。 

財務省は 2023 年半ばまでにコンサルテーション･ペーパー/Consultation Paper を出し(利害関係者からの意見募集をし)、

その意見を業界と協議、2024 年初頭までに結果を政府に報告する。 

 

オーストラリアの投信残高は世界 5 位。 投信国籍別残高順位は 1 位米国/United States、2 位ルクセンブルク

/Luxembourg、3 位アイルランド/Ireland、4 位中国/China、5 位オーストラリア/Australia、6 位ドイツ/Germany、

7 位フランス/France、8 位日本/Japan、9 位英国/United Kingdom、10 位カナダ/Canada となっている(2022 年 9 月末

現在、2022 年 12 月 14 日付米国投資信託協会/Investment Company Institute/ICI「Worldwide Regulated Open-End Fund Assets and Flows」～ https://www.ici.org/research/stats/worldwide )。 

 

オーストラリアは 2020 年 9 月末に 8 位(6 位中国、7 位日本の下、9 位英国の上)だったが、2020 年 12 月末に日本を抜いて

7 位(5 位中国と 6 位フランスの下、8 位日本の上)、2021 年 3 月末にフランスを抜いて 6 位(4 位中国と 5 位ドイツの下、7 位フランスと 8 位

日本の上)、2022 年 9 月末にドイツを抜き 5 位となった(3 位アイルランドと 4 位中国の下、6 位ドイツと 7 位フランスと 8 位日本の上)。 

 

アジア太平洋最大の投信残高は世界 4 位の中国。 しかし、中国は 45.9％がマネーマーケット/Money Market だ

(世界全体のマネーマーケット比率は 14.8％、マネーマ

ーケット比率の順位は中国 45.9％、アイルランド

17.7％、米国 16.9％、フランス 15.7％、オーストラリア

10.7％、ルクセンブルク 8.2％、日本 5.1％、カナダ

2.1％、英国 1.4％、ドイツ 0.3％、中国 MMF について

は月刊「投資信託事情」2017 年 10 月号～ 

https://ibbotson.co.jp/researchjitr/jitri/ )。 マネーマー

ケットを除くと投資信託国籍

別残高順位は 1 位米国、2

位ルクセンブルク、3 位アイ

ルランド、4 位ドイツ、5 位オ

ーストラリア、6 位中国、7 位

日本、8 位フランス、9 位英

国、10 位カナダとなり、オー

ストラリアが中国を抜きアジ

ア太平洋最大となる。 

オーストラリアでファンド規制見直し！ 
プロダクトガバナンス/投資家保護強化を投資信託協会は歓迎!! 

投信大国、世界投信･年金高評価国、金融規制先進国オーストラリアで 

年金資産が倍増!!! 日本の資産所得倍増プランも参考に 

【投信調査コラム】日本版ISAの道 その377 
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世界の投資信託国籍別残高順位(米ドル建て)の推移
(規制オープンエンド投資信託～ミューチュアルファンド、上場投信、機関投資家向けファンドを含む～)

*残高が米ドル建てであり為替の影響を受ける事に注意。

2018年12月～2022年9月
米国/United 

States
ルクセンブルク

/Luxembourg
アイルランド

/Ireland
中国/China

オーストラリア

/Australia
ドイツ/Germany

フランス/France

日本/Japan

英国/United 

Kingdom
カナダ/Canada

(出所: 米国投資信託協会/Investment Company Institute/ICI等より三菱UFJ国際投信株式会社が商品マーケティング企画部が作成)

日本

オーストラリア
*オーストラリアの投信は保険(DCのスーパーア

ニュエーション/Superannuation)向けファンドが純

設定を牽引して(イボットソンによると2022年純流入額の構成

比は保険向けファンド+122.8％、オープンエンド ファンド 44.4％、

ETF+21.6％)、残高の過半を占める(イボットソンによると

2022年12月末残高の構成比は保険向けファンド55.5％、オープンエ

ンド ファンド38.1％、ETF6.4％)。

英国

*英国籍の順位が低いが、英国の投資家は英国籍 のみならずルクセンブル

ク籍やアイルランド籍にも投資しており(英国の運用会社はルクセンブルク籍やアイルラン

ド籍にも設定しており)、それはブレグジット/Brexit(英国のEU/欧州連合離脱)により増え

ている(2018年7月23日付日本版ISAの道 その231「英国はハード ブレグジット、ノーディール ブレグ

ジットへ!?」～ https://www.am.mufg.jp/text/oshirase_180723.pdf )。

中国
*中国は45.9％がマネーマーケット/Money 

Market(世界残高上位10か国のマネーマーケット比率の順位は中

国45.9％、アイルランド17.7％、米国16.9％、フランス15.7％、オース

トラリア10.7％、ルクセンブルク8.2％、日本5.1％、カナダ2.1％、英国

1.4％、ドイツ0.3％～世界全体14.8％～)。

https://www.ici.org/research/stats/worldwide
https://ibbotson.co.jp/researchjitr/jitri/
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巻末の「本資料に関してご留意頂きたい事項」を必ずご覧下さい。 

 

 

●オーストラリアは世界投信･年金高評価国(日本よりはるかに高評価) 

 

アジア太平洋最大級の投信大国であるオーストラリアは世界の投信評価が高い(日本より高評価)。 2022 年 3 月 30

日に米国モーニングスター/Morningstar が「グローバル･インベスター･エクスペリエンス(GIE)世界各国のファンド市

場の『手数料と費用』/Global Study of Fees and Expenses in the Fund Industry」を公表したがオーストラリア

/Australia は上位/Top だった( https://newsroom.morningstar.com/newsroom/news-archive/press-release-details/2022/Morningstar-Publishes-Global-Study-of-Fees-and-Expenses-in-the-Fund-Industry-Finds-Fees-Continue-to-Fall-Yet-

Room-for-Improvement-in-Industry-Structure-Remains/default.aspx )。 この評価は米国モーニングスターが世界のファンド市場について投資家の視点で

評価を行うもの( 対象は 26 市場、http://www.morningstar.com/lp/global-fund-investor-experience?CID=CON_GFI0001 )。 2 年に 1 度発行され、前回は 2019 年、前々回は

2017 年で、今回は 7 回目(2 年ではなく 3 年のブランクがある前回 2019 年 9 月 17 日公表分は 2020 年 2 月 3 日付日本版 ISA の道 その 295「日本の証券手数料は海外に比べ割高?」

～ https://www.am.mufg.jp/text/oshirase_200203.pdf 、前々回 2017 年 10 月 9 日公表分は 2017 年 10 月 16 日付日本版 ISA の道その 200「投信コスト(手数料等)の長期国際比較 2017」～ 

https://www.am.mufg.jp/text/oshirase_171016.pdf )。 1 章「手数料と費用/Fees and Expenses」、2 章「法規制と税金/Regulation and Taxes」、

3 章「情報開示/Disclosure」、4 章「投信販売/Sales and Media」とあり、各章ごとに発表される様になった。 

 

 

 

オーストラリアは世界の年金評価も高い(日本よりはるかに高評価)。 2022 年 10 月 18 日に米国マーサー/MERCER が

「2022 年度グローバル年金指数ランキング『マーサーCFA 協会グローバル年金指数』/Mercer CFA Institute 

Global Pension Index/ MCGPI」を公表したがオーストラリア/Australia は上位だった(2019 年 10 月 21 日公表の 2019 年度まで「グロー

バル年金指数ランキング『マーサー・メルボルン・グローバル年金指数』/Melbourne Mercer Global Pension Index/MMGPI」～日本語… https://www.mercer.co.jp/newsroom/global-pension-index.html 、英語… 

https://www.mercer.co.in/newsroom/global-pension-index-2022-india.html )。 

 

 

上位/Top 平均超/Above Average 平均/Average 平均未満/Below Average 下位/Bottom

 　オーストラリア/Australia ↑韓国/Korea ↑ベルギー/Belgium  　カナダ/Canada  　イタリア/Italy
 　オランダ/Netherlands ↑ノルウェーNorway  　デンマーク/Denmark ↓中国/China  　台湾/Taiwan
 　米国/USA ↑南アフリカ/South Africa  　フィンランド/Finland  　フランス/France

 　スウェーデン/Sweden ↑ドイツ/Germany  　香港/Hong Kong SAR
 　英国/UK  　インド/India  　メキシコ/Mexico

 　日本/Japan  　シンガポール/Singapore
↓ニュージーランド/New Zealand
↑スペイン/Spain
↓スイス/Switzerland
↓タイ/Thailand

2022年3月30日公表の米国モーニングスター/Morningstar
「グローバル インベスター エクスペリエンス(GIE)世界各国のファンド市場の『手数料と費用』
/Global Study of Fees and Expenses in the Fund Industry」
*↑と↓は前回2019年9月17日公表分より上がったか下がったか。

(出所: 米国モーニングスター/Morningstarより三菱UFJ国際投信株式会社商品マーケティング企画部が作成)

　
上位 中位 下位

1位(A)アイスランド/Iceland～最上位～ 11位(B)スイス/Switzerland 35位(C)日本/Japan
2位(A)オランダ/Netherlands 13位(B)カナダ/Canada 36位(C)中国/China
3位(A)デンマーク/Denmark 15位(B)ニュージーランド/New Zealand 37位(C)台湾/Taiwan
4位(B+)イスラエル/Israel 17位(B)ドイツ/Germany 38位(C)韓国/Korea
5位(B+)フィンランド/Finland 18位(B)ベルギー/Belgium 39位(D)インドネシア/Indonesia
6位(B+)オーストラリア/Australia 19位(C+)香港/Hong Kong SAR 40位(Dトルコ/Turkey
7位(B+)ノルウェーNorway 20位(C+)米国/USA 41位(D)インド/India
8位(B)スウェーデン/Sweden 22位(C+)フランス/France 42位(D)アルゼンチン/Argentina
9位(B)シンガポール/Singapore 25位(C+)スペイン/Spain 43位(D)フィリピン/Philippines
10位(B)英国/UK 28位(C)メキシコ/Mexico 44位(D)タイ/Thailand～最下位～

31位(C)ブラジル/Brazil
32位(C)イタリア/Italy
34位(C)南アフリカ/South Africa

2022年10月18日公表の米国マーサー/MERCER
「2022年度グローバル年金指数ランキング『マーサーCFA協会グローバル年金指数』
/ Mercer CFA Institute Global Pension Index/ MCGPI」の中の主要国。
*順位の横の(　)は総評価/Overall GradeでA、B+、B、C+、C、D。

(出所: 米国マーサー/MERCERより三菱UFJ国際投信株式会社商品マーケティング企画部が作成)

日

本

日

https://newsroom.morningstar.com/newsroom/news-archive/press-release-details/2022/Morningstar-Publishes-Global-Study-of-Fees-and-Expenses-in-the-Fund-Industry-Finds-Fees-Continue-to-Fall-Yet-Room-for-Improvement-in-Industry-Structure-Remains/default.aspx
https://newsroom.morningstar.com/newsroom/news-archive/press-release-details/2022/Morningstar-Publishes-Global-Study-of-Fees-and-Expenses-in-the-Fund-Industry-Finds-Fees-Continue-to-Fall-Yet-Room-for-Improvement-in-Industry-Structure-Remains/default.aspx
http://www.morningstar.com/lp/global-fund-investor-experience?CID=CON_GFI0001
https://www.am.mufg.jp/text/oshirase_200203.pdf
https://www.am.mufg.jp/text/oshirase_171016.pdf
https://www.mercer.co.jp/newsroom/global-pension-index.html
https://www.mercer.co.in/newsroom/global-pension-index-2022-india.html
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巻末の「本資料に関してご留意頂きたい事項」を必ずご覧下さい。 

 

 

●オーストラリアのファンド規制見直し、プロダクトガバナンス/投資家保護強化を 

投資信託協会は歓迎!! 

 

オーストラリアのファンド(管理投資スキーム/MIS)規制見直し、正確には 2023 年 3 月 8 日にアルバニージー/Albanese

労働党政権のスティーブン･ジョーンズ/Stephen Jones 財務副大臣兼金融サービス担当大臣(代議院/House of Representatives

議員)が、25 年前に導入された「管理投資スキーム規制の枠組み/managed investment schemes (MIS) regulatory 

framework(投信見直し/MIS Review)」見直しをオーストラリアの財務省に命じたものを財務省は 2023 年半ばまでにコン

サルテーション･ペーパー/Consultation Paper を出し(利害関係者からの意見募集をし)、業界と協議、2024 年初頭までに

調査結果を政府に報告する事となっている(財務省～ https://ministers.treasury.gov.au/ministers/stephen-jones-2022/media-releases/review-regulatory-framework-managed-investment-schemes )。 

 

「管理投資スキーム/MIS」は日本の追加型公募投信(除く ETF)に相当する「ユニット･トラスト/unit trust」(契約型オープン

エンド/open-end)が一般的(モーニングスターは「インベストメント･トラスト/investment trusts」とも呼ぶが、英国でユニット･トラストは契約型オープンエンドであるものの、インベストメント･トラストは一

般的にクローズドエンド･ファンドとなる事に注意～ https://fsc.org.au/resources-category/publication/791-2016-fscmorningstar-austnmanagedfundsindustryreport/file )。 MIS はその他、「上場ファンド

/Exchange traded fund」(ETF)、「上場不動産スキーム/listed property trusts」(上場 REIT)、「実物不動産スキーム

/direct real property schemes」、「モーゲージ/住宅ローン担保証券スキーム/mortgage scheme」、「キャッシュ･

マネジメント･トラスト/cash management trust」(MMF)などがある(財務省下にあるオーストラリア証券投資委員会/Australian Securities and Investments 

Commission/ASIC～ https://asic.gov.au/regulatory-resources/managed-funds/managed-investment-schemes/ )。 

 

以上のファンド(管理投資スキーム/MIS)の規制見直しは下記の通り(規制は MIS が対象で 2022 年 2 月に議会で可決された海外投資家向け

に作られた CCIV/corporate collective investment vehicles/会社型集団投資体ビークル～リテール CCIV とホールセール CCIV がある～は対象でない)。 

 

1. リテール顧客とホールセール顧客を分ける境界(2011 年以来見直していない 1991 年ホールセールテスト)が適切で

あり続けているかどうか 

/whether the thresholds that determine whether an investor is a retail or wholesale client remain appropriate。 

2. リテール投資家に対し、リテール投資家にふさわしい投信をマーケティングして販売しているかどうか 

/whether certain MIS investments should be able to be marketed and sold to retail investors。 

3. 投信のガバナンス、コンプライアンス、リスク管理の枠組みが適切かどうか 

/whether the governance, compliance and risk management frameworks for MIS are appropriate。 

4. 投信の不動産投資を規制する連邦と州の規制のギャップ、スターリング･インカム･トラスト問題(後述※1 参照) 

/interactions between Commonwealth and State laws when regulating real estate investments by MIS (including issues arising in relation to the failure of the 

Sterling Income Trust)。 

5. 投信の投資家の権利が適切かどうか 

/whether ‘investor rights’ for people who invest in MIS are appropriate。 

6. 投信の流動性 

/liquidity requirements for MIS。 

7. 投信の支払い不能制度が必要かどうか 

/whether an insolvency regime is required for MIS。 

 

※1: スターリング･インカム･トラスト問題… 

 

2012～2019 年のオーストラリアで、複雑な不動産スキームを高齢顧客 100 人超へ、合計約 300 億豪㌦/約 2.3

兆円(2019 年 6 月の 75.71 円換算)を販売したスターリング･グループ/Sterling Group とスターリング･インカム･トラスト

/Sterling Income Trust/SIT が、数か月の支払い不能/insolvent を経て 2019 年 6 月に突然精算/liquidation

した事である。 

https://ministers.treasury.gov.au/ministers/stephen-jones-2022/media-releases/review-regulatory-framework-managed-investment-schemes
https://fsc.org.au/resources-category/publication/791-2016-fscmorningstar-austnmanagedfundsindustryreport/file
https://asic.gov.au/regulatory-resources/managed-funds/managed-investment-schemes/
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巻末の「本資料に関してご留意頂きたい事項」を必ずご覧下さい。 

 

 

 

実はスターリング･インカム･トラストの清算前 2017 年

3 月に西オーストラリア州当局がこの問題を取り上げ

ていた。 しかし、(財務省下にある)オーストラリア証券投

資委員会/Australian Securities and Investments 

Commission/ASIC が 2018 年 5 月まで正式に調査

をしなかった。 これで被害を受けた高齢顧客は裁

判所と議会に ASIC も含めて訴えたのである(2021 年 11 月

16 日付 PerthNow「Sterling First investment WA scam that hit elderly may face court」 

～ https://www.perthnow.com.au/business/personal-finance/wa-scam-that-hit-elderly-may-face-court-c-4576685 )。 

 

スターリング･インカム･トラスト問題に似たものとして、トリオ･キャピタル/Trio Capital 問題(オーストラリア史上最大のスーパ

ーアニュエーション詐欺)やティンバーコープ/Timbercorp 問題も起きている。 

 

ファンド(管理投資スキーム/MIS)規制見直しをオーストラリアの投資信託協会である金融サービス協議会/Financial 

Services Council/FSC(後述※2 参照)は歓迎する声明を出した( https://www.fsc.org.au/news/media-release/fsc-media-statement-on-the-managed-investment-schemes-review-far-2 )。 

 

ブレイク･ブリッグ/Blake Briggs 最高経営責任者/Chief Executive Officer(後述※2 参照)は「ファンド(管理投資スキーム

/MIS)規制見直しはファンドの運用業界が一般個人に対してよく規制されている事を示す機会であると共に、ファンド

の運用業界の評判を傷付け一般個人にリスクをもたらす業者(数か月の支払い不能を経て精算する様な業)を排除する機会を

見出す。 特に 1991 年に出来たホールセール顧客テスト/wholesale investor test が適切かどうかは 2011 年以

来見直されていない。 ただし、ファンド(管理投資スキーム/MIS)規制見直しで、ファンドマネージャーのコストを増加させ

たりしないよう効果的かつ効率的な規制をする必要がある。 コストは退職年金の貯蓄など最終的に一般個人の負

担となるからである。」(下線は当コラム筆者)と言った。 

 

※2: オーストラリアの投資信託協会… 

 

オーストラリアの投資信託協会である金融サービス協議会/Financial Services Council/FSC には投信会社以外、

年金基金、生命保険、ファイナンシャル･アドバイザー等も含む 100 社超からなる。 FSC の最高経営責任者/Chief 

Executive Officer はブレイク･ブリッグ/Blake Briggs 氏(2007～2009 年にオーストラリアの教育雇用職場関係省/Department of 

Education, Employment and Workplace Relations に務め、2011 年に FSC に入りスーパーアニュエーション政策担当、2020 年に副 CEO となり、2022 年に

CEO となっている)。 彼の部下の政策&リサーチ担当には財務省での経験もあるスピロ･プレミティス/Spiro Premetis 氏

など 10 人がいる( https://www.fsc.org.au/ )。 

 

一方、FSC の理事会/Board は投信会社の役員等からなる 13 人の理事/Directors から議長/chairman を選び、

現議長は投信会社のマーサー･オーストラリア/Mercer Australia(2022 年末の ETF を除く FUNDS 残高で 20 位～イボットソンによる)

のデイビッド ブライアント/David Bryant CEO である。 

 

米国や英国の投信協会と比べ肩書等の違いはあるが、オーストラリアの投信協会も基本的に似た組織である(米国や

英国の投信協会は 2023 年 2 月 27 日付日本版 ISA の道 その 375「世界のファンド流動性管理」～ https://www.am.mufg.jp/text/oshirase_230227_2.pdf 、欧州の東異審協会は 2022 年 3 月 22 日付日本版 ISA の道 その

353「欧州投信協会が欧米投信コストの同種比較!」～ https://www.am.mufg.jp/text/oshirase_220322_3.pdf および 2023 年 3 月 13 日付日本版 ISA の道 その 376「欧州長期投資ファンドから考える日本版 ELTIF の道」～ 

https://www.am.mufg.jp/text/oshirase_230313_2.pdf 、カナダの投資信託協会は 2020 年 2 月 3 日付日本版 ISA の道 その 295「日本の証券手数料は海外に比べ割高?」～ https://www.am.mufg.jp/text/oshirase_200203.pdf )。 

 

https://www.perthnow.com.au/business/personal-finance/wa-scam-that-hit-elderly-may-face-court-c-4576685
https://www.fsc.org.au/news/media-release/fsc-media-statement-on-the-managed-investment-schemes-review-far-2
https://www.fsc.org.au/
https://www.am.mufg.jp/text/oshirase_230227_2.pdf
https://www.am.mufg.jp/text/oshirase_220322_3.pdf
https://www.am.mufg.jp/text/oshirase_230313_2.pdf
https://www.am.mufg.jp/text/oshirase_200203.pdf
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巻末の「本資料に関してご留意頂きたい事項」を必ずご覧下さい。 

 

 

●オーストラリアのファンド規制見直しは、欧州のプロダクトガバナンスや米国の最善の

利益規制/Reg BIと同じで、IOSCO(イオスコ)の提言に沿った投資家保護強化 

 

オーストラリアのファンド(管理投資スキーム/MIS)規制見直しは欧州のプロダクトガバナンス/product governance に通じ

るものがある。 EU/欧州連合 27 か国の金融監督当局である ESMA/European Securities and Markets 

Authority/欧州証券市場監督機構の「MiFIDII プロダクトガバナンス規制/MiFID II product governance 

requirements」や英国の金融監督当局である FCA/Financial Conduct Authority/金融行為規制機構の「プロダ

クトインターベンション&プロダクトガバナンス･ソースブック/Product Intervention and Product Governance 

sourcebook/PROD(Intervention は介入、sourcebook は規定集)」である(EU は 2020 年 6 月 22 日付日本版 ISA の道 その 309「日本版資産運用業高度化の道」～ 

https://www.am.mufg.jp/text/oshirase_200622.pdf および 2021 年 3 月 22 日付日本版 ISA の道 その 330「欧州資産運用業界最新動向」～ https://www.am.mufg.jp/text/oshirase_210322_2.pdf 、英国は 2022 年 8 月 8 日付日本版 ISA

の道 その 362「積立投資のフォローアップ、プロダクトガバナンス」～ https://www.am.mufg.jp/text/oshirase_220808_2.pdf )。 

 

オーストラリアも EU や英国と同様にプロダクトガバナンスを進めている。 これは IOSCO(イオスコ)/International 

Organization of Securities Commissions/証券監督者国際機構(証券監督に関する原則･指針等の国際的なルールの策定等を行

う機構/global standard setter for securities markets regulation)の提言に沿ったものなのである(2022 年 3 月 21 日付 IOSCO「Retail Market Conduct Task 

Force」～ https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD698.pdf )。 オーストラリアのファンド規制見直しに「投信の流動性/liquidity requirements 

for MIS」がある事については、IOSCO(イオスコ)の流動性管理に沿っている(2023 年 2 月 27 日付日本版 ISA の道 その 375「世界のファンド(含む

MMF)流動性管理 米国の投信改革案も英国の資産運用制度改革案も スウィング･プライシング！ 非上場株/VC･PE 投資は流動性管理と共に」～ https://www.am.mufg.jp/text/oshirase_230227_2.pdf )。 

 

    

              (OICV…フランス語の Organisation internationale des commissions de valeurs/証券監督者国際機構=IOSCO) 

 

米国も IOSCO(イオスコ)の流動性管理およびプロダクトガバナンスに沿っている。 IOSCO 普通会員/ordinary 

members の米国の SEC/Securities and Exchange Commission/証券取引委員会が進めている「最善の利益規

制/Regulation Best Interest/Reg BI」もプロダクトガバナンスに近いものがある(2022 年 3 月 8 日付 FINRA～ https://www.finra.org/rules-

guidance/notices/22-08 、Reg BI は 2022 年 10 月 11 日付日本版 ISA の道 その 366「米国と英国の『顧客本位の業務運営』」～ https://www.am.mufg.jp/text/oshirase_221011_2.pdf )。 

 

日本も同様である。 日本の金融庁は IOSCO の普通会員/ordinary members であり(オーストラリアは ASIC、英国は FCA、

米国は SEC)、IOSCO の提言等に沿う行動が促されている(2022 年 11 月 14 日付日本版 ISA の道 その 368「顧客本位タスクフォースが資産所得倍増プランに盛り込

む具体策」～ https://www.am.mufg.jp/text/oshirase_221114_2.pdf )。 2023 年 3 月 14 日に日本政府は「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に

関する法律」を閣議決定、第 211 回国会に提出(2023 年 3 月 14 日付金融庁「第 211 回国会における金融庁関連法律案」～ https://www.fsa.go.jp/common/diet/211/index.html )、

金融事業者のみならず企業年金等関係者(理事、事業主、運営管理機関など)に対して、これまで金融機関に求めてきた

「顧客本位の業務運営(顧客や年金加入者の最善の利益を勘案しつつ、誠実かつ公正に業務を遂行すべきである旨の義務)」を求める。 

 

日本政府の動きは資産所得倍増プランに沿う一方、IOSCO 提言等にも沿っており、欧州のプロダクトガバナンス、

米国の最善の利益規制/Reg BI、そして、オーストラリアのファンド(管理投資スキーム/MIS)規制見直しと同様、プロダクト

ガバナンス、投資家保護強化をしているのである(後述※4 参照)。 

 

https://www.am.mufg.jp/text/oshirase_200622.pdf
https://www.am.mufg.jp/text/oshirase_210322_2.pdf
https://www.am.mufg.jp/text/oshirase_220808_2.pdf
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD698.pdf
https://www.am.mufg.jp/text/oshirase_230227_2.pdf
https://www.finra.org/rules-guidance/notices/22-08
https://www.finra.org/rules-guidance/notices/22-08
https://www.am.mufg.jp/text/oshirase_221011_2.pdf
https://www.am.mufg.jp/text/oshirase_221114_2.pdf
https://www.fsa.go.jp/common/diet/211/index.html
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巻末の「本資料に関してご留意頂きたい事項」を必ずご覧下さい。 

 

 

●オーストラリアの投信は保険(DCのスーパーアニュエーション)向けファンドが牽引している 

 

オーストラリアの投信は保険(DC のスーパーアニュエーション/Superannuation)向けファンドが純設定を牽引しており(イボットソンによ

ると 2022 年純流入額の構成比は保険向けファンド+122.8％、オープンエンド･ファンド-44.4％、ETF+21.6％)、保険向けファンドが残高の過半を

占めている(イボットソンによると 2022 年 12 月末残高の構成比は保険向けファンド 55.5％、オープンエンド･ファンド 38.1％、ETF6.4％)。 

 

              

 

保険向けファンドがオーストラリアのファンドの残高の過半を占めている事は下記「オーストラリアのファンド(豪 F)の

純資産上位 20 クラス 」を見てもわかる。 

 

 

2013年1月 ～ 2022年12月

金額(単位: 億豪㌦) S&P/ASX200指数

*豪投信…オープンエンドファンドと保険(DC/スーパーアニュエーション)向けファンドとETF。

豪投信全体の純資産と豪ドル換算インデックスの推移

(出所: ﾌﾞﾙ ﾑﾊﾞ ｸﾞ、ｲﾎﾞｯﾄｿﾝより三菱UFJ国際投信株式会社商品マーケティング企画部が作成)
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豪投信（オープン エンド ファンド） 豪保険(DC/  ﾊ         ﾝ)向け投信

豪ETF S&P/ASX200指数

ETF(左軸)

オープン 
エンド ファ
ンド(左軸)

豪保険(DC/
  ﾊ     
    ﾝ)向け
投信(左軸)

S&P/ASX200指
数（右軸)

　　　　　オーストラリアのファンド(豪F)の純資産上位20クラス *純資産の大きい順。 2022年12月末現在
　　　　　　　*オープンエンドファンドと保険(DC/スーパーアニュエーション)向けファンドとETF。  償還済み除く。 …スーパーアニュエーション。

1 AustralianSuper Balanced Sup 保険向けﾌｧﾝﾄﾞ バランス(株70～90%) AustralianSuper Pty Ltd 1985/8/1 160,264 1,791 -4.76 +4.93 +6.48 No 0.62 0.00 Yes
2 Aware High Growth Sup 保険向けﾌｧﾝﾄﾞ バランス(株70～90%) Aware Super Pty Ltd 1994/7/26 53,284 595 -7.54 +5.28 +6.92 No 0.15 0.00 Yes
3 CBUS Super Growth (MySuper) Sup 保険向けﾌｧﾝﾄﾞ バランス(株70～90%) CBUS Super 1984/7/1 52,686 589 -4.78 +4.18 +5.79 No 0.65 0.00 Yes
4 REST Core Strategy Super 保険向けﾌｧﾝﾄﾞ バランス(株70～90%) Retail Employees Superannuation Pty Ltd 1988/7/1 50,927 569 -3.99 +4.09 +5.01 No 0.70 0.00 Yes
5 HESTA Balanced Growth Super 保険向けﾌｧﾝﾄﾞ バランス(株70～90%) H.E.S.T. Australia Limited 1987/8/3 46,722 522 -3.71 +4.67 +6.04 No 0.41 0.00 Yes
6 ART Lifestyle Balanced Sup 保険向けﾌｧﾝﾄﾞ バランス(株70～90%) Australian Retirement Trust 2013/10/4 43,614 487 -2.48 +5.38 +6.59 No 0.75 0.00 Yes
7 Aware Growth Sup 保険向けﾌｧﾝﾄﾞ バランス(株70～90%) Aware Super Pty Ltd 1994/7/1 22,099 247 -6.72 +1.91 +4.40 No 0.15 0.00 Yes
8 AustralianSuper High Growth Sup 保険向けﾌｧﾝﾄﾞ バランス(株70～90%) AustralianSuper Pty Ltd 1996/7/1 20,481 229 -5.69 +5.64 +7.12 No 0.59 0.00 Yes
9 Vanguard International Shares Index ｵ ﾌ ﾝ ﾝﾄﾞﾌｧﾝﾄﾞ グローバル大型株 Vanguard Investments Australia Ltd 1997/6/6 18,910 211 -12.44 +6.29 +9.34 Yes 0.18 0.00 No

10 AustralianSuper Balanced Pen 保険向けﾌｧﾝﾄﾞ バランス(株70～90%) AustralianSuper Pty Ltd 2008/1/2 17,724 198 -5.18 +5.29 +6.97 No 0.68 0.00 Yes
11 Aware Balanced Growth Sup 保険向けﾌｧﾝﾄﾞ モデレート アセットアロケーショ ン(株50～70%) Aware Super Pty Ltd 1994/7/26 17,642 197 -5.20 +2.52 +4.31 No 0.15 0.00 Yes
12 MLC MySuper Growth 保険向けﾌｧﾝﾄﾞ バランス(株70～90%) MLC Limited 2019/3/22 15,407 172 -3.44 +4.48 No 1.49 0.00 Yes
13 Vanguard Australian Shares Index ｵ ﾌ ﾝ ﾝﾄﾞﾌｧﾝﾄﾞ オーストラリア&NZ株 Vanguard Investments Australia Ltd 1997/6/30 15,297 171 -1.82 +5.53 +7.05 Yes 0.18 0.00 No
14 Care Balanced Sup 保険向けﾌｧﾝﾄﾞ バランス(株70～90%) CARE Super Pty Ltd 1987/7/1 12,547 140 -2.00 +4.79 +5.91 No 0.86 0.00 Yes
15 Aware Balanced Growth Pen 保険向けﾌｧﾝﾄﾞ モデレート アセットアロケーショ ン(株50～70%) Aware Super Pty Ltd 2006/10/1 11,959 134 -2.88 +3.44 +5.14 No 0.15 0.00 Yes
16 Vanguard Australian Shares ETF ETF オーストラリア&NZ株 Vanguard Investments Australia Ltd 2009/5/4 10,545 118 -1.78 +5.57 +7.09 Yes 0.10 0.00 No
17 ART Balanced Sup 保険向けﾌｧﾝﾄﾞ バランス(株70～90%) Australian Retirement Trust 1996/6/30 8,993 101 -2.56 +5.39 +6.62 No 0.75 0.00 Yes
18 ART Growth Sup 保険向けﾌｧﾝﾄﾞ バランス(株70～90%) Australian Retirement Trust 1998/6/30 8,949 100 -2.05 +6.97 +7.89 No 0.78 0.00 Yes
19 ART Lifestyle Retirement Sup 保険向けﾌｧﾝﾄﾞ Allocation Miscellaneous Australian Retirement Trust 2013/10/4 7,686 86 -2.14 +3.90 +5.12 No 0.76 0.00 Yes
20 Vanguard Growth Index ｵ ﾌ ﾝ ﾝﾄﾞﾌｧﾝﾄﾞ バランス(株70～90%) Vanguard Investments Australia Ltd 2002/11/20 7,372 82 -10.35 +2.57 +5.02 No 0.29 0.00 No

　　9689本　＊純資産は合計、その他は単純平均。 2009/4/28 1,642,482 18,361 -7.38 +2.33 +3.90 1.19 0.44
(出所:　イボットソンより三菱UFJ国際投信株式会社商品マーケティング企画部が作成)
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巻末の「本資料に関してご留意頂きたい事項」を必ずご覧下さい。 

 

 

●投信大国、世界投信･年金高評価国、金融規制先進国オーストラリアで 

年金資産が倍増！ 日本の資産所得倍増プランもぜひ参考にしてほしいものである 

 

オーストラリアの投信拡大は政府が Advice Reforms/FOFA 改革でファイナンシャル･アドバイザーに顧客の最善

の利益/best interest of clients で行動する事を求めた事、スーパーアニュエーション/Superannuation のマイス

ーパー/MySuper 制度で加入者がプロダクトの選択をしない場合のデフォルト･プロダクトを分散投資戦略とした事

(運用方法の「半強制」)が大きかった(2019 年 9 月 2 日付日本版 ISA の道 その 278「アジアの投信大国オーストラリアの金融規制･投信･年金」～ https://www.am.mufg.jp/text/oshirase_190902.pdf )。 

 

日本で今、新しい資本主義の「資産所得倍増プラン」が大きな期待を集めているが、NISA(少額投資非課税制度)の抜本

的拡充だけで「倍増」は難しい可能性がある(2022 年 6 月 13 日付日本版 ISA の道 その 358「資産所得倍増プランに『iDeCo の改革や子供世代が資産形成を行いやすい

環境整備』！ 米国など年金資産倍増国を参考に」～ https://www.am.mufg.jp/text/oshirase_220613_2.pdf )。 ここはやはり、日本でもオーストラリアのスーパーアニュエー

ション(後述※3 参照)の様な年金制度を採用、そこでの投資増加が期待される。 今の所、「資産所得倍増プラン」の年

金については「iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入可能年齢の 70 歳への引上げ(見込み)」等にとどまる。 しかし、2023 年

3 月 8 日に加藤勝信･厚生労働大臣が第 211 回国会の衆院厚生労働委員会で(3 月 7 日の参院厚生労働委員会でも)所信

表明を行い「年金制度については、被用者保険の更なる適用拡大や公的年金制度の所得再分配機能の強化、資

産所得倍増プランを踏まえた個人型確定拠出年金等の私的年金制度の見直し等について検討を進めます。」(下線

は当コラム筆者、 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009721120230308001.htm )と述べて、私的年金制度改革に着手する方針を示している

(検討は厚生労働省を事務局とする社会保障審議会 企業年金･個人年金部会～ https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_163664_00006.html 等)。 今後の期待は大きい(後述※4 参照)。 

 

なお、日本の iDeCo が参考とする米国の(伝統的/トラディッショナル)IRA/Individual Retirement Accounts/個人退職勘

定は加入可能年齢に制限が無く、オーストラリア(のスーパーアニュエーション)は 75 歳未満である(後述※3 参照、2019 年 9 月 30 日付日本版

ISA の道 その 282「年金･投信、家計金融資産の国際比較(米英豪中心)」～ https://www.am.mufg.jp/text/oshirase_190930.pdf )。 そして、米国やオーストラリアは、運用方法の

「半強制」や「強制」で年金資産の「倍増」を実現しているのだ(2022 年 4 月 11 日付日本版 ISA の道 その 354「世界の年金資産が過去最高を更新、DC は 5

割超へ！」～ https://www.am.mufg.jp/text/oshirase_220411_2.pdf )。 

       

 

※3: オーストラリアの私的年金制度「スーパーアニュエーション/Superannuation」… 

 

オーストラリアもかつては年金不安が強かったが、徹底した改革を進めた。 それが 1993 年からの私的年金制度

「スーパーアニュエーション/Superannuation」である。 

 

18 歳以上 75 歳未満、月収 450 豪㌦以上の従業員(非正規等含む)に雇用主が強制的に拠出(自営業者は任意)。 2021

年 7 月 1 日から年間賃金の 9.5％は 10％に引き上げられ、その後も 2025 年まで毎年 0.5 ポイントずつ引き上げら

れ、2025 年 7 月からは 12%。 従業員の追加拠出は任意で可能。 所得税最高税率 45%の中で強制･任意合わ

せて年間 27,500 豪㌦まで軽減税率(15%～高年収者 30%、低年収者非課税)、27,500 豪㌦超は所得税(2021 年 7 月 1 日から/2021-22 年度

から 27,500 豪㌦～ https://www.ato.gov.au/Rates/Key-superannuation-rates-and-thresholds/?page=3 )。 

　(出所:　 WTW「Global Pension Assets Study」、2022年4月11日付日本版ISAの道 その354「世界の年金資産が過去最高を更新、DCは5割超へ！」)

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00

Australia

Canada

Japan

Netherlands

Switzerland

UK

US

Total

7大年金国の年金資産が10年で何倍になったか(2011年末～2021年末)

米ドル建て
現地通貨建て

(出所: WTW「Global Pension Assets Study」、2022年4月11日付日本版ISAの道 その354「世界の年金資産が過去最高を更新、DCは5割超へ！」)

10年で変わらず 10年で倍増！

オーストラリア

米国

日本

https://www.am.mufg.jp/text/oshirase_190902.pdf
https://www.am.mufg.jp/text/oshirase_220613_2.pdf
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009721120230308001.htm
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_163664_00006.html
https://www.am.mufg.jp/text/oshirase_190930.pdf
https://www.am.mufg.jp/text/oshirase_220411_2.pdf
https://www.ato.gov.au/Rates/Key-superannuation-rates-and-thresholds/?page=3
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巻末の「本資料に関してご留意頂きたい事項」を必ずご覧下さい。 

 

 

スーパーアニュエーションには、2013 年 7 月に導入されたマイスーパー/MySuper 制度がある。  スーパーアニュ

エーションの加入者がプロダクト等の選択をしない場合の投資先であるデフォルト･スーパーアニュエーション･プロ

ダクト/default superannuation products(マイスーパー･インベストメント･オプション/MySuper investment options)である。 

 

2014 年 1 月 1 日からはオーストラリア健全性規制庁/Australian Prudential Regulation Authority/APRA がマイ

スーパー適格と承認した低フィー&シンプルなマイスーパー･プロダクツ/MySuper products のみが新規従業員の

デフォルトとなり、2017 年 7 月 1 日から全加入者のデフォルトとなっている。 資産配分が変わらない「単一分散投

資戦略/Single diversified investment strategy」と、資産配分が年齢と共に保守化する「ライフサイクル投資戦

略/Lifecycle investment strategy」となっている(MySuper… https://treasury.gov.au/programs-and-initiatives-superannuation/mysuper )。 単一分散投資戦略(バラ

ンス型ファンド)とライフサイクル投資戦略(ターゲット･デート･ファンド)の実際の選択では圧倒的に単一分散投資戦略(バランス型フ

ァンド)が選ばれている(2019 年 9 月 2 日付日本版 ISA の道 その 278「アジアの投信大国オーストラリアの金融規制･投信･年金」～ https://www.am.mufg.jp/text/oshirase_190902.pdf )。 単一分散投

資戦略(バランス型ファンド)とライフサイクル投資戦略(ターゲット･デート･ファンド)のリターン･リスクは結論的に「必ずしも大きな

差は無い」と言う(2019 年 9 月 30 日付日本版 ISA の道 その 282「『年金･投信、家計金融資産の国際比較(米英豪中心)』 オーストラリアはスーパーアニュエーションで『貯蓄から投資へ』を進め、

家計金融資産を増やし、老後資金の不足問題を解決へ!～ターゲット･デート･ファンド vs バランス型ファンド～」～ https://www.am.mufg.jp/text/oshirase_190930.pdf )。 

 

先述した通り、オーストラリアは世界年金･投信評価が高く、金融規制/フィデューシャリー・デューティーやファイナン

シャル･アドバイスで米国に先行しており、米国も参考としている国である(ファイナンシャル･アドバイス…2019 年 9 月 2 日付日本版 ISA の道 その

278「アジアの投信大国オーストラリアの金融規制･投信･年金」～ https://www.am.mufg.jp/text/oshirase_190902.pdf )。 同じアジア太平洋の日本がオーストラリアをモデルと

する事は全然不思議でない。 投信大国、世界投信･年金高評価国、金融規制先進国オーストラリアで年金資産

が倍増しているわけであり、日本の資産所得倍増プランもぜひ参考にしてほしいものである。 

 

    

日米英加豪の私的年金制度および非課税貯蓄 投資制度(米国529プランや英国ジュニアISAなど教育資金関連制度は除く)
2023年2月28日現在

*私的年金制度の確定給付/DBは除く。　理解を優先すべく主な制度を抜粋し一定条件の下で作成している。　同じ制度でも個々で大きな差が出る為、正確な所は各国の財務省及び税務当局等の資料を参照の事。

非課税
貯蓄 投資

制度

非課税
貯蓄 投資

制度

非課税
貯蓄 投資

制度

企業型DC
※1

個人型DC
/iDeCo

※1

一般NISA
※1

企業型DC
/401k等

※2

IRA
(伝統的/トラディッ

ショナルIRA)※2

ロスIRA
※2

NEST等
※3

ステーク

ホルダー年金
※3

ISA
※3

RPP
※4

RRSP
※4

TFSA
※4

RSA
※5

企業 個人 個人 企業 個人 個人 企業 個人 個人 企業 個人 個人 企業
※5

個人
※5

企業
※5

加入企業の
70歳未満

20歳以上
65歳未満

20歳以上
加入企業の
21歳以上

所得制限あ
り、75 歳未

満※3

所得制限あ
り、75 歳未

満※3

18歳以上
18歳以上
71歳以下

18歳以上
71歳以下

18歳以上 18歳以上
※5

70歳未満へ
※1

　任意 　任意 　任意 半強制※2 　任意 　任意 半強制※3 任意※3 　任意 任意※4 任意 任意 強制 任意 任意
2001年 2016年 2014年 1981年 1974年 1997年 2012年 2001年 1999年 1887年 1957年 2009年 1997年

現地通貨 660,000 816,000 1,200,000 20,500 20,000 6,000

円 660,000 816,000 1,200,000 2,791,485 3,274,160 598,716

円
2024年1月から 3,600,000

Eet Eet TEE EET EET TEE EET EET TEE EET EEt TEE ttE TtE ttE

拠出時
非課税

/Exempt
非課税

/Exempt
課税

/Taxed
非課税

/Exempt
非課税

/Exempt
課税

/Taxed
非課税

/Exempt
非課税

/Exempt
課税

/Taxed
非課税

/Exempt
非課税

/Exempt
課税

/Taxed

軽減税率
(15%)

※5

課税
/Taxed

※5

軽減税率
(15%)

※5

運用時
現状非課税

/Exempt
※1

現状非課税
/Exempt

※1

非課税
/Exempt

非課税
/Exempt

非課税
/Exempt

非課税
/Exempt

非課税
/Exempt

非課税
/Exempt

非課税
/Exempt

非課税
/Exempt

非課税
/Exempt

非課税
/Exempt

軽減税率
(15%)

※5

軽減税率
(15%)

※5

軽減税率
(15%)

※5

給付時
(目標年齢

以上)

一部課税
/Taxed

※1

一部課税
/Taxed

※1

非課税
/Exempt

課税
/Taxed

課税
/Taxed

非課税
/Exempt

課税
/Taxed

25%まで非課税
で引出し可。

課税
/Taxed

25%まで非課税
で引出し可。

非課税
/Exempt

課税
/Taxed

一部課税
/Taxed

※4

非課税
/Exempt

非課税
/Exempt

非課税
/Exempt

非課税
/Exempt

(出所:　各国の財務省及び税務当局等の資料より三菱UFJ国際投信株式会社商品マーケティング企画部が作成)

導入年/実質開始年

私的年金
制度

日本

817,020 2,520,788

主な拠出

対象
見込み

米国 英国 カナダ オーストラリア

私的年金
制度

強制か任意か

18歳以上75歳未満
※5

所得制限あり、
年齢制限なし

※2

6,000 27,500

2,644,329

スーパー
アニュエーション

※5

※2: 米国の企業型DC/401k等(403b、457の多く)…最大年間拠出額は2022年において50歳未満は20,500米㌦、50歳以上は27,000米㌦(50歳以上はキャッチアップ拠出/Catch-Up Contributionsとして6,500米㌦が加わる)。　従業員TEE型のロス401kもある。　半強制/自動化は雇用主は従業員が加入の意思
表示をしない場合に401kに自動加入させて、従業員は意思決定をせずとも良く、その場合、デフォルト プロダクツであるターゲット デート ファンドとなる(年金保護法/Pension Protection Act 2006)。　米国の伝統的/トラディッショナルIRA…最大年間拠出額は2022年において50歳未満は6,000米㌦、50歳以上は
7,000米㌦(50歳以上はキャッチアップ拠出/Catch-Up Contributionsとして1,000米㌦が加わる)。　2019年12月20日成立の米国年金改革法「SECURE Act of 2019」(SECURE…Setting Every Community Up for Retirement Enhancement)で拠出年齢上限70.5歳が2020年1月1日から廃止(2020年2月25日付日本版ISAの

道 その298「米国の年金改革法『SECURE Act』」～　https://www.am.mufg.jp/text/oshirase_200225.pdf　)。　ロスIRAは2013年6月10日付日本版ISAの道_その15「日本版ISAと日本版401kと日本版IRAの使い分け～英国ISAと米国IRA(トラディッショナルIRAとロスIRA)の融合～」(　https://www.am.mufg.jp/text/130610.pdf　)。

26,500

私的年金
制度

私的年金
制度

私的年金
制度

6,548,320

給与の10％
(2025年まで毎年
0.5ポイントずつ
引き上げ)※5

※5: オーストラリアのスーパーアニュエーション/Superannuation…18歳以上75歳未満月収450豪㌦以上の従業員(非正規等含む)に雇用主が強制的に拠出(自営業者は任意)。　2021年7月1日から年間賃金の9.5％は10％に引き上げられ、その後も2025年まで毎年0.5ポイントずつ引き上げられ、2025年7月か
らは12%。　従業員の追加拠出は任意で可能。　所得税最高税率45%の中で強制 任意合わせて年間27,500豪㌦まで軽減税率(15%～高年収者30%、低年収者非課税)で、27,500豪㌦超は所得税(2021年7月1日から/2021-22年度から27,500豪㌦～　https://www.ato.gov.au/Rates/Key-superannuation-rates-
and-thresholds/?page=3　)。　オーストラリアのRSA/Retirement Savings Account/退職貯蓄口座…低コストで元本保証プロダクツ(保険会社や銀行等が提供)。　スーパーアニュエーションと同じ税制。　2019年9月30日付日本版ISAの道 その282「『年金 投信、家計金融資産の国際比較(米英豪中心)』 オースト
ラリアはスーパーアニュエーションで『貯蓄から投資へ』を進め、家計金融資産を増やし、老後資金の不足問題を解決へ!～ターゲット デート ファンド vs バランス型ファンド～」(　https://www.am.mufg.jp/text/oshirase_190930.pdf　)。

1993年

課税方式

対象

年間投資枠
*年齢で分かれていれ

ば若い年齢の方の
額。

※4: カナダのRPP/Registered Pension Plan/登録年金制度は確定給付/DB型と確定拠出/DC型があり、どちらも雇用主は最低1%の拠出が義務付けられる。　カナダのRRSP/Registered Retirement Savings Plan/登録退職貯蓄制度…収入があれば誰でも加入可(給付時の課税/Taxedは住宅資金/HBPや生
涯学習/LLPの為の引出しで一部非課税)。　RPPもRRSPも前年所得の18%または前年のDC拠出の上限額26,500加ドルの低い方が共通の枠として設定される(コントリビューション ルーム)。　カナダのTFSA/Tax-Free Savings Account/非課税貯蓄口座…カナダのTEE型、最大年間拠出限度額/コントリビュー
ション ルーム/contribution roomは2022年において6,000加ドル(　https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/forms-publications/publications/rc4466/tax-free-savings-account-tfsa-guide-individuals.html#contributions　)、繰越は無期限。　預金型、保険型、信託型があり、複数開設可。 「カナダ
でNISAと同等のTFSAは年間6000カナダドル(約60万円)が上限だが、使い切らなかった分は翌年以降に繰り越して投資できる。　『非課税の枠を有効活用する施策なので、税収減の議論もクリアしやすく最も現実的な手段』との指摘もあった。」(2022年6月1日付日本経済新聞電子版「NISA普及は2割　税優遇
『見劣り』、制度わかりにくさ」～　https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB269I10W2A520C2000000/　)。

40,000

※3: 英国のNEST/National Employment Savings Trust/国家雇用貯蓄信託等の私的年金…NESTは自前で年金プランを提供出来ない企業向けで、22歳以上、公的年金需給開始年齢(男65歳、女60歳)未満が対象となる。　「半強制/自動化」と言うのは、雇用主は年金制度が義務(自営業者は任意)で、従業員
は自動加入させられるが、従業員は任意で脱退/オプト アウト/opt out可能となっていると言う事(年金法/Pension Act 2008、2014年のオプト アウト率約8%)。　また、従業員は意思決定をせずとも良く、その場合、デフォルト プロダクツであるリタイアメント デート ファンド/Retirement Date Fundsとなるのだ。
デフォルト プロダクツ以外(5種類)については「Higher Risk Fund」や「Lower Growth Fund」などネガティブ イメージを出して(その他はEthical FundやShariaFund、Pre‐retirementFundと言う特定層向けで)デフォルト プロダクツに誘導される(2014年のデフォルト プロダクツ選択率約99%)。　「給与の8%」には雇用主
の3%(2018年10月～)を含む(個人が5%だが、1%は税還付により政府負担)。　英国のステークホルダー年金/Stake Holder Pension schemesは任意だが、職域年金を実施していない5人以上の雇用主は義務となる。　年間非課税限度額/Annual allowanceは企業年金(確定拠出型)とステークホルダー年金等の私
的年金制度全体で2014年度から年 40,000 ポンド。　生涯非課税限度額/LifeTime Allowance/LTA が1,073,100ポンド)。　英国のISA/Individual Savings Account(個人貯蓄口座…預金型ISA、株式型ISA、イノベーティブ・ファイナンスISA及びライフタイムISAの合計で年2万ポンドまで。　加えて、ライフタイムISAの
み、上限4000ポンド。　ライフタイムISAでは、拠出額の25%(年1000ポンドまで、最大3.2万ポンド)の政府ボーナスを非課税で受取り可。　ジュニアISAは株式型と預金型の合計で年9000ポンドまで。

※1: 日本の企業型DC及びiDeCo…企業型DCの最大年間拠出限度額は他に企業年金無しの場合、66万円/月5.5万円。　これは事業主掛金との合計額で、加入者掛金は事業主掛金と同額以下。　つまり事業主掛金が33万円なら加入者掛金は33万円も可能で限度となるが、事業主掛金が22万円なら加入者
掛金は22万円までで、44万円となる。　iDeCoの最大年間拠出限度額は自営業業者等は国民年金基金と合算で年81.6万円/月6.8万円、サラリーマンは年27.6万円/月2.3万円(他に企業年金等無し)もしくは年24万円/月2万円(他に企業型DCあり)もしくは年14.4万円/月1.2万円(他に企業型DBあり)、サラリーマ
ンの妻等は年27.6万円/月2.3万円。 年金払いの場合、雑所得として課税。　所得の計算上、公的年金等控除を適用。　一時金払いの場合、退職所得又は一時所得として課税。　特別法人税は1999年度に最初の凍結措置が導入されてから、凍結中。　加入可能年齢は企業型DCが2022年5月1日に65歳未満
→70歳未満の引き上げ、iDeCoが2022年5月1日に60歳未満→65歳未満の引き上げ(　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/2020kaisei.html#20220501　)→70歳未満の引き上げ見込み(2022年12月16日決定2023年度/令和5年度税制改正大綱～
https://www.jimin.jp/news/information/204848.html　)。　2019年9月17日付日本版ISAの道 その280「老後の資産形成を支援する税制改正に向け政府税調が海外調査報告、中期税制答申!～日米英加豪の主な私的年金制度及び非課税貯蓄 投資制度～」(
https://www.am.mufg.jp/text/oshirase_190917.pdf　)。 NISAは2024年1月から年間投資枠が360万円。　2022年12月19日付日本版ISAの道 その370「税制改正大綱でNISAの抜本的拡充 恒久化！(NISAは未成年が対象外、教育資金一括贈与非課税は3年延長)～NISA向けファンド&つみたてNISA適格投信の
フロー～」(　https://www.am.mufg.jp/text/oshirase_221219_2.pdf　)。

資産所得倍増プランにより
※1

資産所得倍増
プランにより
※1

https://treasury.gov.au/programs-and-initiatives-superannuation/mysuper
https://www.am.mufg.jp/text/oshirase_190902.pdf
https://www.am.mufg.jp/text/oshirase_190930.pdf
https://www.am.mufg.jp/text/oshirase_190902.pdf
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巻末の「本資料に関してご留意頂きたい事項」を必ずご覧下さい。 

 

 

 

 

※4: 日本の個人型確定拠出年金(iDeCo)など私的年金… 

 

2022 年 12 月 16 日決定の与党(自民党と公明党)税制改正大綱で「個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入可能年齢の 70

歳への引上げや拠出限度額の引上げについて、令和 6 年の公的年金の財政検証にあわせて、所要の法制上の

措置を講じることや結論を得るとされていることも踏まえつつ、老後に係る税制について、例えば各種私的年金の

共通の非課税拠出枠や従業員それぞれに私的年金等を管理する個人退職年金勘定を設けるといった議論も参

考にしながら、あるを求めるべき方向性や全体像の共有を深めながら、具体的な案の検討を進めていく。」(2022 年 12

月 16 日決定 2023 年度/令和 5 年度税制改正大綱～ https://www.jimin.jp/news/information/204848.html )と出ていた。 

 

本文の繰り返しとなるが、2023 年 3 月 8 日に加藤勝信･厚生労働大臣が第 211 回国会の衆院厚生労働委員会

で(3 月 7 日の参院厚生労働委員会でも)所信表明を行い「年金制度については、被用者保険の更なる適用拡大や公的年金

制度の所得再分配機能の強化、資産所得倍増プランを踏まえた個人型確定拠出年金等の私的年金制度の見直

し等について検討を進めます。」(下線は当コラム筆者、 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009721120230308001.htm )と述べて、私的年金制度

改革に着手する方針を示している(検討は厚生労働省を事務局とする社会保障審議会 企業年金･個人年金部会～ https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_163664_00006.html 等)。 

2023 年 3 月 14 日に日本政府は「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」を閣議決定、第

211 回国会に提出(2023 年 3 月 14 日付金融庁「第 211 回国会における金融庁関連法律案」～ https://www.fsa.go.jp/common/diet/211/index.html )、金融事業者のみならず企業

年金等関係者(理事、事業主、運営管理機関など)に対して、これまで金融機関に求めてきた「顧客本位の業務運営(顧客や年

金加入者の最善の利益を勘案しつつ、誠実かつ公正に業務を遂行すべきである旨の義務)」を求める。 

 

税制改正大綱は 2022 年 12 月 19 日付日本版 ISA の道 その 370「税制改正大綱で NISA の抜本的拡充･恒久

化！(NISA は未成年が対象外、教育資金一括贈与非課税は 3 年延長)～NISA 向けファンド&つみたて NISA 適

格投信のフロー～」( https://www.am.mufg.jp/text/oshirase_221219_2.pdf )、私的年金は 2022 年 6 月 13 日付日本版 ISA の道 その

358「資産所得倍増プランに『iDeCo の改革や子供世代が資産形成を行いやすい環境整備』！ 米国など年金資

産倍増国を参考に～日米英加豪の私的年金制度および非課税貯蓄･投資制度、米国の 529 プラン、個人奨学金

口座、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置、ジュニア NISA～」( https://www.am.mufg.jp/text/oshirase_220613_2.pdf )参照。 

 

                                                               以   上 

https://www.jimin.jp/news/information/204848.html
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009721120230308001.htm
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_163664_00006.html
https://www.fsa.go.jp/common/diet/211/index.html
https://www.am.mufg.jp/text/oshirase_221219_2.pdf
https://www.am.mufg.jp/text/oshirase_220613_2.pdf
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三菱 UFJ 国際投信【投信調査コラム】日本版 ISA の道 バックナンバー: 

「各年… https://www.am.mufg.jp/market/report/investigate.html 」、

「2013 年 2 月 1 日付日本版 ISA の道 その 1 から一気に見る/検索する… 

https://www.am.mufg.jp/smp/market/report/investigate.html 」。 

 

三菱 UFJ 国際投信株式会社 商品マーケティング企画部 企画グループ 

松尾 健治( kenji-matsuo@am.mufg.jp )、 

窪田 真美( mami1-kubota@am.mufg.jp )。 

 

 
 

 
 

 

○本資料はNISA(少 額投資非課 税制度 )など内外の資 産運用に 関連する情報提供 を目的と し て、三菱UFJ国際投信が作 成した ものです 。

当資料は投資勧誘を目的とするものではありません。

○本資料中の運用実績等に関するグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、

税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆様の実質的な投資成果を示すものではありません。市況の変動等により、方針通りの運用が行

われない場合もあります。

○本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。

○本資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。

○本資料に示す意見等は、特に断りのない限り当資料作成日現在の筆者の見解です。

○投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

○投資信託は値動きのある有価証券を投資対象としているため、当該資産の価格変動や為替相場の変動等により基準価額は変動します。従って投資

元本が保証されているわけではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

○投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。

○投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

○クローズド期間のある投資信託は、クローズド期間中は換金の請求を受け付けることができませんのでご留意ください。

○投資信託は、ご購入時・保有時・ご換金時に手数料等の費用をご負担いただく場合があります。

本資料に関してご留意頂きたい事項
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